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現行

目指す都市像 大項目 中項目 小項目
市民とともに育む環境首都・安城 都市基盤・交通 都市と自然 豊かな緑の確保 ①

健全な水環境の確保 ②
多様な生態系の保全 ③

都市・交通システム 自動車利用からの転換 ④
環境負荷の少ない都市づくり ⑤

農業・産業 農業 農と環境との調和 ⑥

産業活動 事業者の取組み支援 ⑦
公害の防止と廃棄物の減量 ⑧

ライフスタイル くらしの省エネルギー 家庭における省エネルギー行動の促進 ⑨
移動における省エネルギー行動の促進 ⑩
建築物の省エネルギー化の促進 ⑪
新エネルギーの利用 ⑫

家庭のごみ ごみ減量の推進 ⑬
適正な廃棄物処理 ⑭

健全な生活環境 良好な生活環境の形成 ⑮
生活型公害の防止 ⑯

環境意識と協働 環境学習の推進 ⑰
環境行動力の向上 ⑱

地球環境 くらしの低炭素化

産業活動の低炭素化

交通・物流の低炭素化

ごみ処理の低炭素化

改定後案

基本理念 大項目 中項目 小項目 現行計画との関連
低炭素 エネルギー エネルギーの効率的な利用 ⑨、⑪

再生可能エネルギーの利用 ⑫
次世代自動車の利用 ⑩

交通 自転車利用の促進 ④（自転車関連）
交通環境の整備 ⑤
公共交通機関の利用促進 ④（あんくるバス）

産業 事業者の取組み支援 ⑦、⑥（環境保全型農業）

環境と自然 快適な生活環境 生活型公害の防止 ②（下水道・浄化槽）、⑧、⑮、⑯
市民のモラル向上 ⑮
都市景観 ②（雨水貯留関係）、⑥（田んぼアート）
美化・緑化 ①

自然との共生 生物多様性 ②（多自然川づくり）、③
水辺の環境保全 ②（油ケ淵関係）、⑮（油ケ淵関係）、⑥

資源循環 ごみ減量 ごみの分別 ⑬、⑭
リサイクル ⑬、⑭

資源の有効利用 地産地消の推進 ⑥（農業体験・地産地消）
２Ｒ（リデュース・リユース） ⑬（再生家具等の販売）

水循環 水資源の確保 ②（水源関係）

学習・協働 環境学習の推進 ⑰、⑱

環境学習の仕組みづくり ⑰、⑱

施策体系についての考え方

・特に大項目の「低炭素」、中項目の「エネルギー」については、より拡充が必要な項目と捉え、全体の中で一つ目の項目とした。

環境基本計画の改定の基本方針

（１）東日本大震災以後の日本のエネルギー事情を考慮

（２）持続可能なまちづくりに向けた取り組みを重点化

（３）国・県等の関連計画との整合
国の第４次環境基本計画（平成２４年４月：環境省）、及びエネルギー基本計画（平成２６年４月：経済産業省）、並びに第４次愛知県環境基本計画（平成２６年５月）と整合性を図る。
また、安城市における上位計画である第８次安城市総合計画策定の進捗とも同期をとり、計画内容の整合性を図る。

東日本大震災によって顕在化したエネルギーセキュリティの問題や、エネルギーマネジメント、原子力発電所の停止によるＣＯ２排出量の増加などを踏まえ、かつ
地球温暖化防止の観点から、現計画では不十分なエネルギー関連施策を拡充する。

本市の地域特性を生かし、特に「低炭素社会」、「再生可能エネルギー」、「エネルギーマネジメント」（エネルギーを「創る」「蓄える」「省く」こと）、「次世代モビリ
ティ」、「資源循環」、「自然共生」、「持続可能な社会」「安全・安心の確保」といった項目に関する施策を重点的に盛り込む。

　　　　　他項目の再掲

・国の第4次環境基本計画の目指すべき持続可能な社会の姿『「安全」が確保されることを前提として、「低炭素」・「循環」・「自然共生」の各分野が、各主体の参加の下で、統合的に達成され、健全
で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域にわたって保全される社会』を意識し、「低炭素」「環境と自然（安全安心・自然共生を内包）」「資源循環」の3項目を大項目とし、加えて課題を解決する
手段として「学習・協働」も大項目とした。


